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・一般県道薬研佐井線は、むつ市大畑地内のむつ恐山公園大畑線を起点とし、下北郡佐井村佐井地内の国道３３８号
を終点とする路線である。
　下北地域における道路網は、海岸部に沿って半島を１周する国道と山岳部を横断する地方道により構成されている
が、異常気象時の落石などにより国道が一旦通行止めになると大幅な迂回を余儀なくされるなど脆弱な交通基盤と
なっている。本路線は、これらの国道の代替機能を持っているが、大部分が未改良、未舗装であるため代替性の向上
が求められている。
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担当部課名 県土整備部
電話番号

Ｅ－ＭＡＩＬ
道路課

整理番号

doro
０１７

24終了予定年度 平成 年度

改良工

事業目的

市町村合併支援事業

採択年度 平成平成 年度12 用地着手

主な内容

県

むつ市

市町村

事業主体 ○○

薬研佐井線
薬研

○ その他

13年度

道路事業

事業方法 県単独 財源・負担区分国庫補助

事 業 名

事業種別

㎡
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平成

ｍ4.0(5.0)
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公共事業再評価調書

／ 工事着手

市町村名地区名等

１　事業概要

その他100

再評価実施要件

平成

当初計画時

07,500

・事業計画については、当初計画時と比較して変更はない。
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①　

( ) ( ) ( ) ( ) ②( ) ( ) ( )

③　 ⑤　

( ) ( ) ( ) ( ) ④( ) ( ) ⑥( )

・ ・

％ ％

（ ％） （ ％）

( ％ ％

( ％ ％

( ％ ％

75

百万円)
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百万円) 50.7

・事業を進めるにあたっての阻害要因はない。

・本路線は大部分が国有林野内を通ることから、森林管理局から国有林を買受ける必要があるが、これについては協
議が整っている。

0（うち用地費）
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○当初計画時総事業費
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（１）　事業の進捗状況
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合　　計～１８年度

・既存法面を活かす事によりコスト縮減を図った。
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事業の進捗状況
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・ ・

・公共交通機関が未整備である本県にとって、自動車を主
とする交通に頼らざるを得ない状況であるが、県内の道路
は未整備区間が多く、さらに豪雪地帯であるため、冬季の
安全確保や社会基盤整備としての道路整備に対する要望は
多い。

・当該路線は県管理道路であるため、青森県が事業主体となって行う必要がある。
・下北地域におけるライフラインである国道は、これまでも異常気象時の落石などにより度々通行止めと
なっており、本路線などを利用した大幅な迂回が余儀なくされているが、大部分が未改良、未舗装である
ため代替性の向上が求められている。 a  ． b 必 要 性

適 時 性

（２）　社会経済情勢の変化

下北総合開発期成同盟会から道路整備要望が出されている。

a  ． b 

・下北地域全体を網羅する道路網が整備されることにより、緊急時の代替路線が確保され地域の安全・安心の確保が
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・北通り三町村の大間町、佐井村、風間浦村と下北地域の医療等の中心地であるむつ市街地を連絡する整
備済みの道路は、国道２７９号のみである
　大間町では、電源開発（株）による大間原子力発電所の建設が着手されるなど、緊急時における代替性
を持った避難路の整備が求められている。

a  ． b 

・平成１５年１０月に閣議決定された「社会資本整備重点
計画」では、道路整備事業について、透明性の高い、効果
的かつ効率的な道路整備を推進し、社会・経済の活性化と
暮らしの豊かさの向上を図ることとしている。

整理番号

社
会
的
評
価

全国・本県に
おける評価

当地区にお
ける評価

（２／３）

Ｃ

・下北総合開発期成同盟会から、早期整備が望まれている。

地 元 の
推進体制等

【全国の評価】 【県内の評価】

Ａ Ｂ

・ ・

事業費

維持修繕費

走行時間短縮便益

走行費用減少便益

交通事故減少便益

費用対効果分析
（Ｂ／Ｃ）

Ａ Ｂ

再評価時

（３）　費用対効果分析の要因変化

効 率 性

百万円

百万円

Ｃ

－

－

増　　減

a  ． b 

百万円

・下北地域全体を網羅する道路網が整備されることにより、緊急時の代替路線が確保され地域の安全・安心の確保が
図られる。

百万円

百万円

－百万円

－百万円

百万円

－

百万円

百万円

－

百万円

百万円

百万円

－

－

百万円

百万円

百万円

百万円

総便益（Ｂ）

地域修正係数（Φ）

百万円

【費用対効果分析手法】（分析手法、根拠マニュアル等）

－

－

－

百万円

15

百万円

352         

10

百万円

百万円

【計画時との比較における要因変化】

－

－

　・費用便益分析マニュアル（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）
　・道路整備事業における県独自の費用便益分析実施要綱（平成１８年１０月　青森県　県土整備部　道路課）

百万円

百万円

－

百万円防災便益

（４）

費用項目
（Ｃ）

（１） －

（３）

－

当初計画時区  分 主  な  項  目

総 費 用

－

－

（２）

（４）

（５）

－

－ 273

百万円 421         

百万円

－

－

百万円

百万円

54

90

百万円

百万円

百万円

－

百万円 331 百万円

百万円 －

便益項目

（１）

（２） 百万円

（３）

冬期便益

（５）

1.20

修正総便益（Ｂ’） － 百万円 506         

－ 1.438       

百万円 － 百万円

費用便益比
費用便益比（Ｂ／Ｃ） － 0.84

修正費用便益比（Ｂ’／Ｃ’） －

a  ． b
・当該工区は、事業着手時点において県単独事業として着手したことから費用対効果分析は実施していなかった
が、今回新たに費用分析を実施し再評価を受けるものである。計画時との比較

【計画時との比較における要因変化】



・ ・

・ ・

（１）対応状況 ●配慮している ○配慮していない
（２）区　分

【住民ニーズ・意見】

a  ． b 

a  ． b 

Ｃ

a  ． b 

Ｂ

Ｈ21－11

Ａ

整理番号

Ｃ

（３／３）

コスト縮減

代 替 案

【代替案の検討状況】

・山岳道路であることから大幅な代替ルートの想定は、環境に与える影響及び経済性の面から困難なた
め、現道を活用した改良をすすめる現計画案が最適である。

・路盤材・舗装合材に再生材を使用し、経費の縮減を図ることとしている。
・排水施設等の小規模構造物については極力、工場製品を使用し、工期の短縮及び経費の縮減を図ってい
る。
・大規模な土工が想定される区間では、待避所の設置等により一車線整備とすることにより事業費の縮減
を図っている。

ＢＡ

当該路線は、国道２７９号の代替路線であるが、こ
れまでも落石等により国道の通行止めが発生してお
り、安全な迂回路の早期整備が望まれている。

【開発事業等における環境配慮指針への対応】

住民ニーズの
把握状況

【住民ニーズの把握方法】

下北総合開発期成同盟会から整備要望がなされて
いる。

【コスト縮減の検討状況】

（４）　コスト縮減・代替案の検討状況

（５）　評価に当たり特に考慮すべき点

（ ） 分

● 農林地等の緑地や植生の改変 ● 地形や地盤の改変 ● 水系や水辺の変更
○ 海域環境の変更 ● 敷地整備段階での重機の使用 ● 土砂等の搬出・搬入
● 廃棄物処理等 ● ● 基礎や地下建造物の建設
○ 低層建築物の建設 ○ 高架構造物の建設 ○

（３）対応内容

・当該地域は、振興山村地区、特別豪雪地帯、積雪寒冷特別地域、半島振興対策地域に指定されている。

a  ． b 

委員会評価

４　公共事業再評価審議委員会意見

附帯意見

○

（附帯意見がある場合に記載）

○継続 計画変更

・全ての項目がＡ評価である他、森林管理局との調整を続けており、また地元の要望も強く事業費が確保できる見込
みがたったことから「継続」とした。

○

海底・海中建造物の設置や建設

３　対応方針（事業実施主体案）

地域の立地特性

環境影響
への配慮

・切土または盛土により植生等を改変する場合は、張芝等により緑化を行い代替措置を講じている。
・低騒音・低振動仕様の重機を使用している。
・産業廃棄物は再資源化施設へ搬入し、リサイクルに努めている。

評価理由

○

対応方針（案）どおり

継続 計画変更

総合評価

委員会意見 ○

●

備    考

道路(車歩道),雨水排水路の設置

○ 中止 ○

○○

対応方針（案）を修正すべき

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

休止（林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る）

中止

評価理由

附帯意見

（委員会意見が「対応方針（案）を修正すべき」の場合に記載）


